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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（第６編における定義） （第６編における定義） 

第１２０１条 この編において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第１２０１条 この編において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）～（９） （略） （１）～（９） （略） 

（１０） 不動産 投資法人計算規則第３７条

第３項第２号イ、ロ及びホに掲げる資産並び

にこれら以外の投資信託法施行令第３条第３

項に規定する不動産に該当するもの（データ

の処理を目的とした、コンピュータやデータ

通信のための装置を設置及び運用することに

特化した建物と一体として利用することを想

定して設置された設備その他の建物と一体と

して利用することを想定して設置された設備

に限る。）並びにこれらをリース物件とする

財務諸表等規則第１６条の２第１項及び第２

項に規定するものをいう。 

（１０） 不動産 投資法人計算規則第３７条

第３項第２号イ、ロ及びホに規定する資産並

びにこれらをリース物件とする財務諸表等規

則第１６条の２第１項及び第２項に規定する

ものをいう。 

（１１）～（１９） （略） （１１）～（１９） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和７年１０月３１日から

施行する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） （テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） 

第１５４２条 規程第１５２７条に規定する施行

規則で定める規定とは、次の各号に掲げるもの

をいう。 

第１５４２条 規程第１５２７条に規定する施行

規則で定める規定とは、次の各号に掲げるもの

をいう。 

（１） 規程第１５１９条の規定において準用

する規程第５０４条から第５０６条まで 

 

（１） 規程第１５１９条の規定において準用

する規程第５０４条から第５０６条まで及び

規程第５０６条 

（２） （略） （２） （略） 

  

  

付  則  

この改正規定は、令和７年１０月３１日から施

行する。 

 

  

別添８ 運用資産に係る書面の記載要領 別添８ 運用資産に係る書面の記載要領 

運用資産に係る書面に記載する事項を次のとお

り定める。 

運用資産に係る書面に記載する事項を次のとお

り定める。 

Ⅰ 運用資産の状況 Ⅰ 運用資産の状況 

１． （略） １． （略） 

２．未公開株等及び未公開株等関連資産 ２．未公開株等及び未公開株等関連資産 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 未公開株等及び未公開株等関連資産

の発行者（以下「未公開企業」という。）

に関する事項 

（２） 未公開株等及び未公開株等関連資産

の発行者（以下「未公開企業」という。）

に関する事項 

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

ｅ ａから前ｄまでに掲げる事項につい

て、未公開企業が外国法人である場合に

あっては、外国法人の本国等における法

制度、実務慣行等を勘案するものとす

る。 

（新設） 

３．～６． （略） ３．～６． （略） 

Ⅱ （略） Ⅱ （略） 

  

 


